
◆令和７年年金制度改正の具体的内容（目次） 

１ 被用者保険の適用拡大 

２ いわゆる「年収の壁」と第３号被保険者制度 

① いわゆる「106 万円の壁」への制度的対応 

② 第３号被保険者制度 

３ 在職老齢年金制度の見直し 

４ 標準報酬月額上限の見直し 

５ 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了 

６ 高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等 

① 20 代から 50 代の子のない配偶者の遺族厚生年金 

② 20 代から 50 代の子のある配偶者の遺族厚生年金 

③ 遺族基礎年金（国民年金） 

７ 年金制度における子に係る加算等 

８ その他の制度改正事項 

９ 今後検討すべき残された課題 

① 基礎年金の拠出期間の延長（45 年化） 

② 障害年金  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

令和７年年金改正のゆくえ～社会保障審議会年金部会における議論の整理 

 

社会保険労務士法人エアロウム 

代表 鶴留 舞 

〒820-0067 飯塚市川津 693-47-1F 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

エアロウムだより 

2024 年 2 月号 

◆５年に一度の年金財政検証 

令和６年は、５年に一度の年金財政検証を行う年で、同年 12 月 25 日に社会保障審議会年金部会における報告書

が公表されました。令和７年の年金制度改正は、主に下記課題への対応を大きな柱に議論されてきました。 

・平均寿命・健康寿命の延伸や家族構成・ライフスタイルの多様化、女性・高齢者の就業拡大、今後見込まれる最低

賃金の上昇・持続的な賃上げという社会経済の変化に対応する観点から取り組むべき課題 

・年金制度が有する所得保障機能の強化の観点から取り組むべき課題 

国民年金の基礎年金制度が導入されてから 40 年、社会や経済の状況が大きく変化してきていることに伴い、今回

の改正は、被用者保険の適用拡大や在職老齢年金制度の見直しといった従来からの検討項目に加え、遺族年金や基礎

年金マクロ調整の早期終了など、大きな見直しとなっています。 

今通常国会で審議され改正内容は固まりますが、これまでの年金制度改革の経緯なども押さえておくとよいでしょう。 

【厚生労働省 社会保障審議会年金部会「社会保障審議会年金部会における議論の整理」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001364986.pdf５  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年介護職員等処遇改善加算における特例措置について 

 

高年齢者の雇用状況～厚生労働省「令和６年 高年齢者雇用状況等報告」より 

 

 ◆人手不足への対応 

現在、多数の企業が人手不足を実感している中、人材確保は企業経営にとって死活問題となっています。高齢者の

雇用、活用は、このような人材確保の面からも今後さらに重要テーマとなっていくことでしょう。 

【厚生労働省「令和６年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001357147.pdf 

◆65 歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況 

厚生労働省は、従業員 21 人以上の企業 237,052 社からの報告に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律で義務付けられている「高年齢者の雇用等に関する措置」について、令和６年６月１日時点での企業における実施

状況等を取りまとめ、公表しています。 

それによれば、65 歳までの高年齢者雇用確保措置について「継続雇用制度の導入」により実施している企業が

67.4％［前年比 1.8 ポイント減少］、「定年の引上げ」により実施している企業は 28.7％［同 1.8 ポイント増加］と

なっています。 

◆70 歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況と定年制の状況 

また、70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 31.9％［同 2.2 ポイント増加］となっており（中

小企業では 32.4％［同 2.1 ポイント増加］、大企業では 25.5％［同 2.7 ポイント増加］）、65 歳以上定年企業（定

年制の廃止企業を含む）は 32.6％［同 1.8 ポイント増加］となっています。 

就業確保措置を実施済みの企業について措置内容別に見ると、定年制の廃止は 3.9％［変動なし］、定年の引上げ

は 2.4％［同 0.1 ポイント増加］、継続雇用制度の導入は 25.6％［同 2.1 ポイント増加］、創業支援等措置の導入は

0.1％［変動なし］となっています。 

◆さらなる賃上げ等を支援するための補助金 

補助金は、「介護職員等処遇改善加算」を取得している事業所を対象

に交付されます。 

交付の条件は、生産性向上や職場環境改善に向けた具体的な取組みの

ための計画を策定し、都道府県に提出することです。補助金の交付を受

けた場合の実績報告書の提出も必要となります。 

◆さらなる処遇改善加算の取得促進のための要件弾力化 

もう１つの特例措置は、さらなる処遇改善加算の取得促進のための

要件弾力化です。 

介護職員等処遇改善加算の取得要件のうち、キャリアアップ要件と

職場環境等要件について弾力化がなされます。 

さらに申請様式の簡素化として、要件を満たしているかをチェック

リスト形式で確認する方法が導入されます。 

◆介護職員の賃上げ・定着が急務 

 令和６年の介護事業者の倒産件数は全国

で 172 件と、介護保険制度発足以降最多

となりました。介護報酬改定による影響な

ども指摘され、政府は「国民の安心・安全

と持続的な成長に向けた総合経済対策」

（令和６年 11 月 22 日閣議決定）にて、

人手不足の解消や職員の定着を図るための

包括的な取組みとして、令和６年度補正予

算に補助金の支給を盛り込みました。 

 また、令和７年介護職員等処遇改善加算

の申請において特例措置も講じられます。 

◆２月の申請受付分から適用開始 

 第 243 回社会保障審議会介護給付費分科会（令和６年 12 月 23 日）にて、これらの特例措置が示されて以降、

詳細はまだ明らかにされていません。 

 令和７年度介護職員等処遇改善加算の申請に向けて、最新情報をチェックしておきましょう。 

【厚生労働省「第 243 回社会保障審議会介護給付費分科会（web 会議）資料」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47059.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

◆社内規程のアップデートも忘れずに 

時代に適合しない企業は生き残れません。リーダーの考え方にアップデートの余地がないか、ちょっと立ち止まって

考えてみるのも有益かもしれません。もちろん、就業規則などの社内規程のアップデートも忘れずにしておきましょう。 

【厚生労働省「令和６年就労条件総合調査 結果の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html 

◆年次有給休暇の取得率は 10 年で急上昇 

厚生労働省から令和６年「就労条件総合調査」の結果が公表されました。 

令和５年の１年間に企業が付与した年次有給休暇（繰越日数を除く。）の取得率は 65.3％（同 62.1％）となり、昭

和 59 年以降最も高くなっています。10 年ほど前には 40％台後半でしたので、実に 20 パーセントポイントほども

急上昇していることになります。 

有給休暇の取得率上昇とプレゼンティーイズム 

 ＳＮＳ等に労働者の募集に関する情報を載せる際の注意点 

◆プレゼンティーイズム 

こうした流れの中で、職場の管理職の中には「最近の若い者は休みばっかり取っている」と感じる向きがあるかもし

れません。 

もしかすると、それは「プレゼンティーイズム」に陥っているからかもしれません。プレゼンティーイズムとは、単

に職場に物理的に存在することを重視する傾向や、長時間労働を美徳とする考え方を指します。実際の生産性や成果よ

りも、職場にいることを偏重する誤った労働観、という意味で使われる言葉です。 

プレゼンティーイズムに凝り固まるのは問題がありますが、一方で、その場にいないとコミュニケーションが不足し

たり報連相がスムーズにいかなくなるのも事実でしょう。新しい連絡ツールなどがいろいろと登場しているとはいえ、

その場にいること、リアルな対面での情報交換の重要性が消えてなくなることはないでしょう。 

何事もバランスの問題かもしれません。バランスの取れた判断をするためには職場のリーダーや管理者の意識が重要

となります。「会社の売上が減っているのに休みばっかり取って……」と不満を抱えて憂鬱になるより、売上減の要因を

探って対策を考えるほうが建設的でしょう。 

◆労働者の募集広告には、募集主の氏名等の表示が必要 

職業安定法では、インターネットやＸ等のＳＮＳを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するとき

は、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています（第５条の４）。 

 昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案（闇バイト）が見られ、その中には、通常の労働者募集と

誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、厚生労働省は、ＳＮＳ等を通じて直接労働者を募集する際に

は、①募集主の氏名（または名称）、②住所、③連絡先（電話番号等）、④業務内容、⑤就業場所、⑥賃金の６情報は

必ず表示するよう、事業者に呼びかけています。 

○「住所（所在地）」はどこまで記載すればよいか？ 

 ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。 

○「連絡先」として何を記載すればよいか？ 

 電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問合せフォームへのリンクのいずれ

かを記載する必要があります。 

○氏名等の情報自体を記載せず、氏名等の情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載するこ

とでも問題ないか？ 

会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるた

め、募集情報を提供する広告等自体に上記６情報を記載する必要があります。 

○業務内容、就業場所および賃金については、職業安定法第５条の３や労働基準法第 15 条で求められるのと同じよう

に詳細を記載する必要があるか？ 

必ずしも同じである必要はないが、求職者が誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要

があるとしています。例えば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ直後の就業場所」の

みを示す形や、複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、「時給 1,500 円～」とする形でも、記載があ

れば、直ちに職業安定法第５条の４違反とはならないと考えられるとしています。 

【厚生労働省「労働者の募集広告には、「募集主の氏名（又は名称）・住所・連絡先（電話番号等）・業務内容・就業

場所・賃金」の表示が必要です」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-

shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

1 日 

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

17 日 

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

※なお、還付申告については２月１４日以前でも受付可能。 

28 日 

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 


